
平成１９年９月号 （ 14 ）広　報　か　み

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

《
募
　
集
》

平
成
１９
年
度
　
香
美
市

地
域
づ
く
り
振
興
助
成
事
業

 

〜
第
２
次
募
集
〜

 

　
地
域
の
活
性
化
の
た
め
に
「
ま

ち
お
こ
し
」
「
人
お
こ
し
」
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

団
体
や
グ
ル
ー
プ
が
行
う
事
業

に
対
し
て
助
成
支
援
し
ま
す
。

【
対
象
】
自
由
な
発
想
や
創
意

工
夫
に
よ
る
積
極
的
な
ま
ち
づ

く
り
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
、

ま
た
は
、
取
り
組
も
う
と
す
る

市
内
の
団
体
・
グ
ル
ー
プ
。

【
助
成
額
】
５０
万
円
（
最
高
限

度
額
）
選
考
委
員
会
で
決
定
し

ま
す
。

※
審
査
に
よ
り
決
定
し
た
助
成

金
総
額
が
予
算
額
を
超
え
る
場

合
は
、
按
分
し
て
助
成
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
募
集
締
切
日
】

９
月
２８
日
（
金
）

【
申
込
方
法
】
事
業
申
込
書
を

企
画
課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
企
画
課
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

企
画
課
　
ま
ち
づ
く
り
推
進
係

蕁
５３
―

３
１
１
４

 

《
相
　
談
》 

 

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

 

　
学
校
や
家
庭
、
友
達
関
係
の

悩
み
ご
と
な
ど
、
何
で
も
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
（
※
相
談
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
）

【
実
施
日
時
】

・
９
月
１７
日（
月
）
〜
２１
日（
金
）

＝
８
時
３０
分
〜
１９
時

・
９
月
２２
日（
土
）
、
２３
日（
日
）

＝
１０
時
〜
１７
時

【
相
談
電
話
】

薔
０
１
２
０
―

０
０
７
―

１
１
０

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き

ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

蕁
０
８
８
―

８
２
２
―

３
５
０
３

 

無
料
法
律
相
談
会

 

【
日
時
】
１０
月
４
日
（
木
） 

　
　
　
　
１３
時
〜
１６
時

【
場
所
】
高
知
グ
リ
ー
ン
会
館

２
階
グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
（
高
知

市
本
町
５
―

６
―

11
）

【
共
催
機
関
】
高
知
弁
護
士
会
、

高
知
地
方
法
務
局
、
高
知
地
方
・

家
庭
裁
判
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係

蕁
０
８
８
―

８
２
２
―

０
３
４
０

 

《
お
知
ら
せ
》 

秋
の
全
国
交
通
安
全

 

運
動
が
始
ま
り
ま
す

 

　
こ
の
運
動
は
、
市
民
一
人
ひ

と
り
が
交
通
安
全
に
対
す
る
意

識
を
高
め
、
交
通
ル
ー
ル
を
守

り
、
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
に
つ

と
め
る
と
と
も
に
、
安
全
で
安

心
な
、
人
に
や
さ
し
い
交
通
環

境
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み

を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交

通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
実
施
期
間
中
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
団
体
が
参
加
し
、
市
内
で
街

頭
指
導
や
ド
ラ
イ
バ
ー
サ
ー
ビ

ス
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

【
実
施
期
間
】
９
月
２１
日（
金
）

〜
９
月
３０
日（
日
）

【
運
動
の
基
本
】
高
齢
者
を
交

通
事
故
か
ら
守
ろ
う

【
重
点
目
標
】

①
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
・

自
転
車
の
交
通
事
故
防
止
に

努
め
よ
う
。

②
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用
し

よ
う
。
後
部
座
席
も
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
を
し
め
よ
う
。

③
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う
。

  

土
佐
山
田
郵
便
局
か
ら
の

お
知
ら
せ

  

こ
れ
ま
で
土
佐
山
田
郵
便
局

を
ご
利
用
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

１０
月
１
日
よ
り
、
土
佐
山
田

郵
便
局
は
、
民
営
化
に
よ
り
次

の
二
つ
の
会
社
と
し
て
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
が
、
引
き
続
き
郵
便
・

貯
金
・
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
ご

提
供
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
地
域
の
み
な
さ
ま
の
お
役

に
立
て
る
よ
う
、
一
層
努
力
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か

ら
も
ご
愛
顧
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
こ

れ
ま
で
と
同
じ
店
舗
で
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
）

【
土
佐
山
田
郵
便
局
】
…
郵
便

（
窓
口
で
の
サ
ー
ビ
ス
）
、
貯

金
、
保
険

蕁
５３
―

３
２
５
０

【
郵
便
事
業
株
式
会
社
　
土
佐

山
田
支
店
】
…
郵
便
（
集
荷
、

配
達
、
再
配
達
）

蕁
５３
―

１
３
８
８

   

年 金
だより
年 金
だより

年
金
時
効
特
例
法
が
、平
成
１９
年
７
月
６
日
に

公
布
、施
行
さ
れ
ま
し
た



平成１９年９月号（ 15 ） 広　報　か　み

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

有
害
鳥
獣
の
予
察
駆
除

 

　
市
内
の
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農

林
作
物
へ
の
被
害
が
著
し
く
増

加
し
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
農
林
作
物
被
害
の
軽

減
を
目
的
と
し
て
、
９
月
に
市

内
一
斉
の
予
察
駆
除
を
実
施
し

ま
す
。

【
予
察
駆
除
期
間
】

９
月
１
日（
土
）
〜
３０
日（
日
）

※
特
に
土
曜
日
・
日
曜
日
は
駆

除
強
化
日
と
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
林
政
課
（
物
部
支
所
内
）
　

　
　
蕁
５８
―

３
１
２
０

・
香
北
支
所
業
務
管
理
課
　
　

　
蕁
５９
―

２
３
１
５

・
農
政
課
内
林
政
課
支
所
　
　

　
蕁
５３
―

１
０
６
２

 

節
水
の
ご
協
力
へ
の
お
礼

 

　
春
か
ら
続
い
て
い
た
記
録
的

少
雨
も
、
今
夏
の
降
る
雨
に
よ

り
何
と
か
解
消
さ
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
断
水

等
が
ま
ぬ
が
れ
ま
し
た
こ
と
を

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
山
林
の
荒
廃
等
に
よ
る
河
川

水
の
減
少
傾
向
は
引
き
続
い
て

お
り
、
水
道
原
水
の
確
保
は
予

断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
。
今

後
と
も
、
節
水
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

水
道
課
　
蕁
５３
―

１
０
８
６

 

《
イ
ベ
ン
ト
》 

 

第
１０
回
　
レ
イ
ン
ボ
ー

コ
ン
サ
ー
ト
２
０
０
７

 
【
日
時
】
１０
月
７
日
（
日
）

13
時
〜
１５
時
３０
分

※
満
席
の
場
合
は
入
場
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
場
所
】

高
知
工
科
大
学
大
講
堂

【
演
奏
】

・
陸
上
自
衛
隊
第
14
音
楽
隊

・
高
知
工
科
大
学
吹
奏
楽
部

・
鏡
野
中
学
校
吹
奏
楽
部

【
主
催
】

県
防
衛
協
会
香
美
支
部

   

　

　
今
ま
で
は
、
年
金
記
録
が
訂

正
さ
れ
た
結
果
、
年
金
が
増
額

し
た
場
合
で
も
、
時
効
消
滅
に

よ
り
直
近
の
５
年
間
分
に
限
っ

て
お
支
払
い
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
の
改
正
で
、
年
金
記
録
の

訂
正
に
よ
る
年
金
の
増
額
分
は
、

時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
分
を
含

め
て
、
本
人
ま
た
は
遺
族
の
方

へ
全
額
を
支
払
い
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

 

《
対
象
と
な
る
方
》

○
す
で
に
年
金
記
録
が
訂
正
さ

れ
て
い
る
方

①
　
年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り

年
金
が
増
え
た
が
、
過
去
の
増

額
分
は
時
効
消
滅
に
よ
り
、
直

近
の
５
年
間
分
に
限
り
年
金
を

お
支
払
い
し
て
い
た
方
。

②
　
年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
、

年
金
の
受
給
資
格
が
確
認
さ
れ
、

新
た
に
年
金
を
お
支
払
い
す
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
過
去
の
分

は
時
効
消
滅
に
よ
り
直
近
の
５

年
分
に
限
り
年
金
を
お
支
払
い

し
た
方
。

③
　
①
や
②
に
該
当
す
る
方
が
、

亡
く
な
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
遺
族
の
方
。

 

○
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ

れ
る
方

④
　
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正

さ
れ
た
結
果
、
従
来
で
あ
れ
ば
、

①
〜
③
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去

の
分
は
直
近
５
年
間
分
の
年
金

に
限
っ
て
お
支
払
い
す
る
こ
と

と
な
る
方
。

 

《
必
要
な
手
続
き
》
　

○
す
で
に
、
年
金
を
受
給
開
始

後
に
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
て

い
る
受
給
者
の
方
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
必
要
な
記
載
事
項
を
印

字
し
た
用
紙
を
順
次
発
送
し
ま

す
（
平
成
１９
年
９
月
〜
）
の
で
、

そ
れ
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
通
知
を
待
た

ず
に
、
今
す
ぐ
手
続
き
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
の
場
合
に
は
、
お
近
く
の
社

会
保
険
事
務
所
へ
必
要
な
書
類

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

○
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ

れ
る
方
は
、
記
録
の
訂
正
に
か

か
る
手
続
き
以
外
に
特
別
な
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

 

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
お
近
く

の
社
会
保
険
事
務
所
、
ま
た
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
０
５
７

０
―

０
５
―

１
１
６
５
）
へ

 

休
日
・
時
間
外
の
年
金
相
談

の
お
知
ら
せ
（
９
月
）

 

第
２
月
曜
日
は
１９
時
ま
で

　
９
月
１０
日
（
月
）
は
、
県
内

四
つ
の
社
会
保
険
事
務
所
で
、

年
金
相
談
の
受
付
時
間
を
１９
時

ま
で
延
長
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
高
知
東
社
会
保
険
事

務
所
（
高
知
市
桟
橋
）
で
は
、

９
月
３
日（
月
）
・
１８
日（
火
）
・

２５
日（
火
）
も
、
年
金
相
談
の

受
付
時
間
を
１９
時
ま
で
延
長
し

て
い
ま
す
。

 

第
２
土
曜
日
は
年
金
相
談
日

　
９
月
８
日
（
土
）
は
、
県
内

四
つ
の
社
会
保
険
事
務
所
で
、

９
時
３０
分
か
ら
１６
時
ま
で
年
金

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

年 金
だよりだより
年 金
だよりだより
年 金
だより

年
金
時
効
特
例
法
が
、平
成

年
金
時
効
特
例
法
が
、平
成
１９１９
年
７
月
６
日
に

年
７
月
６
日
に

公
布
、施
行
さ
れ
ま
し
た

公
布
、施
行
さ
れ
ま
し
た

年
金
時
効
特
例
法
が
、平
成
１９
年
７
月
６
日
に

公
布
、施
行
さ
れ
ま
し
た


